
外人第917号

平成9年11月28日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣小渕恵 殿
一
一
一

、

外務大臣小渕恵 三

閣議決
｛
疋 人事 について

下記のとおり発令を願います。

記

（大臣官房）外務事務官大和田

(国際協力事業団理事） 松本

（在ｽﾗﾊ齢ﾔ躰鴎簿聯耀）外務事務官松本

朗
一
俊

惠
紘

特命全権大使に任命する

（以上12月2日発令）

おって、大和田大使にはユーゴースラヴィア国駐罰、松本（紘）大使に瞳ジョ

ルダン国駐罰､-松本（俊）大使にはジャマイカ国駐舗を命ずるものである．
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閣請奏 言兎 巳月 メ ニモ

閣議日12月2日 （火）

発令日12月2日 （火）

⑧特命全権大使に任命する

ユーゴースラヴィア国駐笥を命ずる

外務事務官(大臣官房） 大和田恵朗

(1992年7月、ユーゴースラヴィア国内の民族紛争激化のため、中

村泰三大使（当時）に帰朝を命じ、その後、大使不在の状態であった

が、我が国政府は、 97年5月20日、 「新ユーゴー」を国家承認し、

外交関係を開設、 日 ・ユーゴースラヴィア関係は正常化したことによ

り12月2日付にて大和田大使を発令予定）

鯵特命全権大使に任命する

ジョルダン国駐笥を命ずる

（国際協力事業団理事） 松本紘一

ﾉラジﾖﾙダﾝ国駐笥
松本紘一 木村崇之

9/12/1命綱

③特命全権大使に任命する

ジャマイカ国駐舗を命ずる

外務事務官（在ｽﾗﾔHﾎ鴎領事鵬癬） 松本 俊

～ジャマイカ国駐箭

松本 俊一一一一ブ 大久保 基

9/10/20鯛朝


